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　明治安田生命（相）から町に「私の地
元応援募金」110,800円が寄附されました。
これは、同社の地域社会への取り組み『地元
の元気プロジェクト』の一環であり、コロ
ナ禍における地域活性化の支援として行わ
れています。いただいた寄附金は、新型コロ
ナウイルス感染症対策に活用する予定です。

12広報たわらもと　2020.10広報たわらもと　2020.10

まちのできごとを紹介します。

場所　青垣生涯学習センター 2階　調理室

対象　幼稚園児と小学生（幼稚園児と田原本小学校区以
外の児童は保護者の送迎が必要）

問・申込　11 月 9日㈪までにNPO法人子育てすこ
やかサークル（☎ 35-3835）へ。詳細
はQRコードを読み取ってください。
※�メニューは未定です。（アレルギーの
対応はしません）
※�参加児童の中で調理のお手伝いをし
てくれる人は、午前11時集合（三角巾とエプロン要）

定員　�約 30人

　町内の小学生の居場所づくりを目的に
「こども食堂たわらもと」を開催していま
す。食事の提供は月１回を予定しています。

参加無料日時 11 月 21 日㈯
正午～午後 1 時 30 分

いっしょにたべようよ

こども食堂たわらもと
主催：田原本町赤十字奉仕団

　いきいき百歳体操を行っている唐古楼閣会のメン
バーが約 150 枚の手作り布マスクを作りました。
　唐古楼閣会のメンバーは「気温が高くなっても使え
るマスクを作りたい」と生地選びにこだわりました。
また「3密」を避けるため、表布と裏布の裁断、ミシ
ンがけ、アイロンがけとそれぞれ作業を分担し製作し
ていました。
　手作りマスクはメッセージカードと一緒に地域の老
人クラブ会員に配られます。
　唐古楼閣会の世話役の安井さんは「終わりが見えな
いコロナ禍、感染防止に気を付けながら手作りマスク
を通じて地域の人とつながれたら」と話されました。
　

布マスクを老人クラブ会員に配布

地域とのつながりのため8/
25

1133

2244
123 マスク作成の様子
4 作成したマスクとメッセージカード

　アイリスオーヤマ㈱と「災害時における
物資等の供給支援に関する協定」を締結し
ました。
　これは、大規模な地震や風水害などの発
生時において、避難生活の質の改善とペッ
トとの同行避難の支援を図ることを目的と
しています。

災
害
時
の
支
援
の
た
め

物
資
の
供
給
支
援
に
関
す
る
協
定

8/
18
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町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。

※�新型コロナウイルス感染症による影響により、本紙に掲載されている情報が変更になる可能性があります。
最新の情報については、担当課へ問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。

全国瞬時警報システム
全国一斉情報伝達試験

屋外スピーカーを使用した試験です

防災課安全防災係☎ 34-2059

　緊急時における町民への情報伝達を確実に行うため、
全国瞬時警報システム（J アラート）の動作確認を全国
規模で行います。　
　田原本町では、同報系防災行政無線（屋外スピーカー）
や災害電話サービスを用いて訓練を実施します。

実施予定日　10月７日㈬午前 11時ごろ
※�訓練内容並びに実施日時が、変更もしくは中止となる
場合があります。

放送試験内容　町内 46ヵ所の防災行政無線から、一斉
に次のように放送されます。
放送内容
❶上り４音チャイム
❷ 「これは、Ｊアラートのテストです」（３回繰り返し）
❸「こちらは、田原本町です」
❹下り４音チャイム

保
育
所
な
ど
の
入
所
申
込
を
受
け
付
け
ま
す

こ
ど
も
未
来
課
こ
ど
も
支
援
係
☎
33
・
9
0
3
6

10
月
26
日
㈪
か
ら
受
付
を
開
始

定
で
あ
る
。（
週
4
日
か
つ
1
日
4
時

間
以
上
）

◦
病
気
や
ケ
ガ
、
心
身
に
障
が
い
が
あ
る
。

◦
長
期
間
、
病
人
や
心
身
に
障
が
い
の
あ

る
人
の
看
護
を
し
て
い
る
。

◦
就
学
し
て
い
る
。（
職
業
訓
練
な
ど
を

含
む
）

◦
日
中
児
童
を
保
育
で
き
な
い
そ
の
他
の

理
由
が
あ
る
。

選
考
方
法　
令
和
3
年
１
月
下
旬
に
対
象

者
の
面
接
や
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

申
込
方
法　
こ
ど
も
未
来
課
で
随
時
配
布

し
て
い
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

勤
務
証
明
書
な
ど
保
育
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
ど
も

未
来
課
こ
ど
も
支
援
係
へ
。

※�

期
間
内
の
申
し
込
み
を
優
先
し
て
選
考

し
ま
す
が
、
受
付
の
順
番
に
よ
り
入
所

を
決
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

入
所
基
準
に
合
致
し
て
い
て
も
、
定
員

に
余
裕
が
な
い
場
合
は
入
所
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他

◦�

令
和
2
年
度
の
申
し
込
み
を
し
た
人
も

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。（
対
象

者
に
は
関
係
書
類
を
送
付
済
み
）

入
所
基
準　
保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
の

理
由
で
日
中
児
童
を
保
育
で
き
な
い
と
認

め
ら
れ
た
場
合
（
同
居
の
親
族
な
ど
が
保

育
で
き
る
場
合
を
除
く
）

◦
常
に
家
庭
外
ま
た
は
家
庭
内
で
児
童
と

離
れ
て
働
い
て
い
る
、
ま
た
は
働
く
予

10
月

26
日
㈪
～

11
月
6
日
㈮

（
土・日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

受
付
期
間

　
令
和
3
年
度
か
ら
新
た
に
保
育
所
な
ど

へ
の
入
所
を
希
望
す
る
児
童
の
入
所
申
込

を
受
け
付
け
ま
す
。

◦�

令
和
3
年
度
中
に
復
職
な
ど
で
入
所
を

希
望
す
る
場
合
も
、
こ
の
期
間
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
年
度
途
中
で
も

こ
ど
も
未
来
課
で
毎
月
10
日
を
締
切
と

し
て
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
）

◦�
町
外
に
勤
め
て
い
る
場
合
な
ど
で
、
町

外
の
保
育
所
へ
の
入
所
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
施
設
の
あ
る
市
町
村
に
お
問

い
合
わ
せ
の
う
え
、
こ
ど
も
未
来
課
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

施設名称 住所 対象児童の年齢
宮古保育園 宮古 667 0歳児（生後 6ヵ月）～ 5歳児
宮森保育園 宮森 230-5 0 歳児（生後 6ヵ月）～ 5歳児
こどもの森阪手保育園 阪手 931-1 0 歳児（生後 3ヵ月）～ 5歳児
田原本すこやか保育園 新町 126-3 0 歳児（生後 3ヵ月）～ 2歳児
さわやか保育園 鍵 281-5 0 歳児（生後 3ヵ月）～ 2歳児
認定こども園田原本幼稚園
（保育認定コース） 381-2 3 歳児～ 5歳児

認定こども園平野幼稚園
（保育認定コース） 平野 59-1 3 歳児～ 5歳児

田原本町内の保育施設 ※年齢は令和 3 年 4 月 1 日時点のもの



皆
さ
ん
の
健
康
な
暮
ら
し
の
た
め
に

国
民
健
康
保
険
（
40
～
74
歳
）・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
へ
の
お
知
ら
せ

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

住
民
保
険
課
福
祉
・
高
齢
医
療
係
☎
34
・
2
0
9
6

3
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

年
末
は
医
療
機
関
も
大
変
混
み
合
い
ま

す
の
で
、
早
め
の
受
診
を
お
勧
め
し
ま

す
。

受
診
券
が
な
い
場
合
は
ご
連
絡
を

　
紛
失
な
ど
で
受
診
券
が
な
い
場
合
は
再

発
行
し
ま
す
の
で
、
住
民
保
険
課
国
保
医

療
・
年
金
係
ま
た
は
福
祉
・
高
齢
医
療
係

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

健
康
診
査
を
受
診
で
き
る
医
療
機
関

　

県
内
の
医
療
機
関
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

医
療
機
関
で
は
、
医
師
か
ら
結
果
を
聞
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
場
合

　
社
会
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険
に
加
入

さ
れ
た
場
合
は
、
受
診
券
が
お
手
元
に
届

い
て
い
て
も
加
入
日
以
降
は
国
民
健
康
保

険
の
健
康
診
査
は
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
保
に
加
入
し
て
い
た
人
が
、

就
職
な
ど
で
社
会
保
険
な
ど
に
入
っ
た
と

き
は
、
必
ず
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年

金
係
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
会
社
な

ど
が
国
保
脱
退
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
自
身
で
脱
退
の
手

健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
8
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
（
特
定
）
健
康
診
査
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
7
月
下

旬
に
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
の
（
特
定
）
健
康
診
査
は
予
約

制
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
自

ら
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

期
限
ま
で
に
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
健
康
診
査
の
期
限
は
令
和
3
年
1
月
末

ま
で
で
す
。
費
用
は
無
料
で
す
。
令
和
２

年
12
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
人
は
、
令
和

続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

◦
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

◦�

社
会
保
険
証
な
ど
（
脱
退
さ
れ
る
人
全

員
分
）

◦
印
鑑

◦�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の

費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す

　
人
間
ド
ッ
ク
や
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る

場
合
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

助
成
額
（
年
度
に
そ
れ
ぞ
れ
1
回
の
み
）

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者

人
間
ド
ッ
ク
…
2
万
5
0
0
0
円
（
上
限
）

脳
ド
ッ
ク
…
2
万
6
0
0
0
円
（
上
限
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

人
間
ド
ッ
ク
…
2
万
円
（
上
限
）

脳
ド
ッ
ク
…
2
万
1
0
0
0
円
（
上
限
）

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者

　
40
歳
以
上
74
歳
以
下
の
国
保
被
保
険
者

で
、
申
請
日
時
点
で
過
去
1
年
間
引
き
続

き
被
保
険
者
の
資
格
が
あ
る
人
。
ま
た
、

国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯

の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。（
今
年
度
に

75
歳
に
な
る
人
は
、
誕
生
日
の
前
日
ま
で

に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
）

※�

人
間
ド
ッ
ク
の
場
合
は
、
次
の
❶
～
❸
の

条
件
も
満
た
す
こ
と
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

　
申
請
日
時
点
で
被
保
険
者
の
資
格
が
あ

り
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し

て
い
る
世
帯
の
被
保
険
者
で
あ
る
人
。

※�

人
間
ド
ッ
ク
の
場
合
は
、
次
の
❶
～
❸
の

条
件
も
満
た
す
こ
と
。

人
間
ド
ッ
ク
助
成
条
件

❶ 

受
診
す
る
年
度
（
令
和
2
年
4
月
～
令

和
３
年
3
月
末
）
に
お
い
て
（
特
定
）

健
康
診
査
を
受
診
し
て
い
な
い
こ
と

❷ 

人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
結
果
を
（
特
定
）

健
康
診
査
・
保
健
指
導
に
利
用
す
る
こ

と
に
同
意
し
、
提
出
す
る
こ
と

❸ 

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
場
合

は
、
指
導
を
受
け
る
こ
と

申
請
方
法

　
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
ド
ッ
ク
受
診

前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
医
療
機
関
に
予

約
の
う
え
、
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年

金
係
ま
た
は
福
祉
・
高
齢
医
療
係
の
窓
口

へ
申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

◦
被
保
険
者
証　

◦�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）　

◦
印
鑑

14広報たわらもと　2020.10広報たわらもと　2020.10

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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町役場の代表電話番号☎ 0744-32-2901
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10 月 1 日からロタウイルスワクチン
が定期接種（無料）になります
　ロタウイルスによる胃腸
炎は 5歳未満の小児がかか
りやすい病気で、重症急性
胃腸炎で入院する原因とし
て最も多いと言われていま
す。
　対象者には個別に予診票を送付します。
対象者　令和 2年 8月 1日以降に生まれた人
※ �9 月 30 日以前に接種された分については、公費助
成の対象となりませんのでご注意ください。

接種方法　町内委託医療機関（下記参照）での個別接種
※事前予約が必要です。
※�町外医療機関で接種を希望する場合は事前に保健セ
ンターで手続きが必要です。

ワクチンの種類と接種回数・接種時期
　ワクチンは 2種類あります。接種回数や接種時期
が異なるため、下記の表を参照に接種しましょう
※�どちらのワクチンも、出生 14週 6日後までに 1回
目の接種をします。

高齢者インフルエンザ予防接種
実施期間 10 月 1 日㈭  ～��12 月末日

対象　接種当日に、❶ 65 歳以上の人　❷ 60 歳以上
65 歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自
己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障
がいを有する人。ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫
の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを
有する人（医師が該当すると認めた人）
実施場所　町内委託医療機関（下記参照）
申込方法　町内委託医療機関へ直接お申し込みください。
※�対象者への個別通知はありません。直接医療機関ま
たは保健センターで「高齢者インフルエンザ予防接
種予診票」と「説明書」をもらい、説明書を必ず接
種日までによく読み、十分に納得してから受けま
しょう。

自己負担金　無料
※今年度のみ。新型コロナウイルス感染症との同時流行を
抑制するため。

町外の医療機関で接種を希望する場合
　事前手続きが必要です。希望する医療機関に接種
の受け入れを確認したうえで、実施期間内に保健セン
ターで手続きをしてください。（事前の手続きがないと
全額自己負担となりますのでご注意ください）
持参するもの　印鑑

医療機関の休診日に注意して、期間内に接種しましょう。

医療機関名 住  所 電話番号
予防接種
イ ロ

あまい医院 612（本町） 33-3215 〇 ×
植山医院 120（大門西） 32-2036 〇 〇
国保中央病院 宮古 404-1 32-8800 〇 〇
小阪内科クリニック 新町 52-3 32-2602 〇 ×
小嶌内科小児科 三笠 17-8 33-0933 〇 〇
坂根医院 矢部 337-1 34-3300 〇 ×
せと整形外科たわら
もと 小阪 88-4 35-4823 〇 ×

忠岡医院 秦庄 456-8 32-2629 〇 〇
辻クリニック 547（祇園町） 32-2258 〇 〇

医療機関名 住  所 電話番号
予防接種
イ ロ

殿村医院 新町 30-1 33-5420 〇 〇
根元整形外科眼科
医院 秦庄 137-1 33-8211 〇 ×

のなみ小児科 十六面 29-1 47-3871 × 〇
はたけやま耳鼻咽喉
科・アレルギー科 保津 292-1 34-3387 〇 ×

久産婦人科内科 十六面 23-1 33-3110 〇 〇
松原医院 阪手 531 32-2550 〇 ×
水野医院 183-7( 戎通 2) 32-2401 〇 〇
森田整形外科医院 251（室町 1） 32-8888 〇 ×
和久田耳鼻咽喉科 138-1( 幸町 ) 34-5266 〇 ×

ワクチン名 ロタリックス（1価） ロタテック（5価）

接種時期 出生 6 週 0 日後から
24週 0日後

出生 6 週 0 日後か
ら 32週 0日後

接種回数 2 回接種 3回接種

接種後特に注意する事　どちらのワクチンも、接種後
（特に 1～２週間）は腸重積症の症状に注意し、症状
がみられた際には、すみやかに接種した医療機関を受
診してください。

予防接種町内委託医療機関 ※イ＝高齢者インフルエンザ　ロ＝ロタウイルス

保健センター�☎ 33-8000
予防接種に関するお知らせ
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町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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実施主体　セブン -イレブン田原本千代店
取扱商品　
店舗取扱商品（ある程度の要望にお応え可能）
▶�おにぎりやお弁当、サンドイッチ、惣菜な
どのデイリー商品
▶ソフトドリンクやカップ麺などの加工食品
▶アイスクリーム、冷凍食品など
合計約 150 アイテム
※�常温商品に加え、冷凍・冷蔵の商品にも対
応
※�地域住民の需要や販売動向に応じ、地域に
密着した対応が可能

価格　店頭販売と同価格
決済方法　現金、nanaco
申込方法　自治会長を通じ、自治会単位で
セブン-イレブン田原本千代店（☎ 070-
8448-0846）までお申し込みください。
（販売場所や日時は、申し込み後に調整が必
要となります）

移動販売の詳細

▲この中に入っている
ログイン ID とアクセ
スキーでログイン

　新型コロナウイルス感染症対策として
接触をなるべく避けるため、できる限り
10 月 7日の期限までのインターネット
回答にご協力をお願いします。（インター
ネット回答ができない場合は紙の調査票
の郵送による提出も可能です）
　パソコン・タブレット・スマートフォン
から回答することができます。期限までに
インターネット回答された世帯には、その
後調査員が訪問することはありません。

国勢調査オンライン

　インターネット回答サイトへは、右記QRコード、
もしくは検索から簡単にアクセスできます。

インターネット回答サイトへのアクセス方法

国勢調査
問　企画財政課統計分析係☎ 34-2083

新型コロナウイルス感染症対策のため

のインターネット回答にご協力を
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マイナンバーカードなどの取得率向上のため

マイナンバーカード・マイナポイント予約
（マイキー ID）受付時間の延長と休日開庁

　マイナンバーカードとマイナポイント予約（マイキー
ID）をより取得しやすいように、受付時間の延長と休
日開庁を実施します。

マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。

窓口での印鑑登録証明書の取得
　窓口で印鑑証明書を取得するには「印鑑登録証」か「住
民カード」の提示が必要です。忘れずに持参してくださ
い。なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナ
ンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。

午前 10 時～午後 4 時
10月11日㈰、11月8日㈰

休日開庁

10 月 7 日㈬・21 日㈬、11 月 4 日㈬
午後 7 時まで（交付の受付は午後 6 時 30 分まで）

受付時間の延長

業務内容　
▶�マイナンバーカード交付窓口
マイナンバーカードの交付・申請、電子証明書更新（そ
の他の業務は行いません）
▶ マイキー ID 設定支援窓口
マイキーIDの設定支援（窓口の混雑状況によっては、お時
間をいただくことがあります）

問　マイナンバーカード交付窓口…住民保険課戸籍住民相談係
☎ 34-2087 ／マイキー ID設定支援窓口…総務課システム情
報係☎ 34-2073

利用可能時間
　午前 6時 30 分～午後 11 時（12 月 29 日～ 1月 3
日とシステムメンテナンス日を除く）
※�証明書の取得には、利用者証明用電子証明書（４桁
の暗証番号）の登録があるマイナンバーカードが必
要です。
※�印鑑登録証・住民カードでは、コンビニ交付を利用
できません。

取得できる証明書
・住民票の写し…300 円
・印鑑登録証明書…300 円

サービスが利用できる店舗
　セブン‐イレブン、ローソン
　ファミリーマート、ミニストップ

コンビニ交付サービスをご利用ください

　コンビニ交付サービスとは、
マイナンバーカードを利用し
て、全国のコンビニエンスス
トアのマルチコピー機（キオ
スク端末）から証明書を取得
できるサービスです。

赤い羽根共同募金運動が
始まります

10 月 1 日から全国一斉にスタート

町共同募金委員会（町社会福祉協議会内）☎ 34-2118

　10 月 1日から「赤い羽根共
同募金運動」が全国一斉に行
われます。
　皆さんからお寄せいただい
た募金は、町社会福祉協議会

が実施する福祉事業に使われています。
　また大規模な災害が起こった際は災害ボランティア活
動支援など、被災地を応援するためにも使われます。皆
さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
※�赤い羽根共同募金運動の詳細などは、田原本町社会福
祉協議会発行の「よろこび」107 号をご覧ください。
※�昨年共同募金を活用し、実施した事業内
容や金額についての詳細は、赤い羽根
ホームページでご覧いただけます。


